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Ａ．研究目的                        

 

補装具は身体障害者の身体機能を補完・代替

するものであるが、①身体の成長に伴い、補装

具の短期間での交換が必要であると認められる

場合、②障害の進行により、補装具の短期間の

利用が想定される場合、③補装具の購入に先立

ち、比較検討が必要であると認められる場合

に、「借受け」によることが適当とされてい

る。このため「購入」を基本とはするものの、

障害者の利便性を踏まえて「借受け」が適切と

考えられる場合に限り、新たに補装具費を支給

の対象とする制度が平成 30年 4月に導入され

た。しかし実際に令和 3年度の借受けによる補

装具費支給申請（決定）件数はわずか 10件で

ある。借受けの申請件数が少ないことは、制度

上の問題に加え、事業者側の事情もあると考え

られる。 

借受けが導入される平成 30 年まで、補装具は

制度上その購入と修理のみに対して、その費用

が支給されてきた。そのため、日本国内の事業

者において借受けに対応した業態になっていな

い。つまり、事業者側には補装具を製作する従

業員はいても、消毒やメンテナンス等の借受け

に必要な業務に対応するための従業員はおら

ず、また、借受け専用の完成用部品を用意する

には相応の初期投資が必要となる上、購入と異

なり費用の回収に時間がかかり、費用が回収で

きる保証もない。そのため、借受けにおける制

度面での課題に加え、事業者側の課題も解決し

ていくことが補装具費支給制度の借受けの利用

を進めていく上では必要不可欠である。 

 

2021年4月より筋電義手は特例補装具ではなく

なった。しかし高額な補装具であることは変わ

らず、小児における筋電義手の支給は、対象児

の居住する自治体の判断によって決定される。

そのため稀少疾患である四肢形成不全症の小児

であることに加え、こうした対象児に対する補

装具費支給の前例が少ない。さらに実際に小児
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小児筋電義手は、成長に伴って短期間での作り替えが必要となる可能性もあり、かつ仮合わ

せ前の試用が必要と想定される筋電義手でもある。 

本研究では借受けを利用した場合を想定し、小児筋電義手の補装具費支給に至るまでの具体
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用にあたって、実際にその対象種目別にその適用までの具体的なプロセスを検討する必要が

あること、対象となる補装具の適用判断に要する期間によっては、補装具の完成用部品だけで

はなくその製作・修理にかかる費用負担についても支給する必要があり、さらには小児の義手

処方と訓練を行う医療提供体制についても課題があることが明らかになった。 
 



に対する義手の処方および訓練実績のある医療

機関が限られていることが、そもそも小児筋電

義手の補装具費支給の適用判断が難しいとされ

てきた。 

 

小児筋電義手は、成長に伴って短期間での交

換が必要となる「障害児が使用する義手」の一

つであり、障害児の成長の過程でその要否が短

期間の利用となる可能性もある。さらに仮合わ

せ前の試用が必要と想定される筋電義手でもあ

る。 

令和3年度は国立障害者リハビリテーションセ

ンター、東京大学医学部附属病院、心身障害児

総合医療療育センターの３施設における小児筋

電義手の支給に至るまでの過程について修理頻

度等の後方視的調査を行っている。その結果、

小児筋電義手の修理頻度について、完成用部品

の故障は少なく、本制度運用の可能性があるこ

とを示した。 

 

本調査では小児筋電義手の装用児に対し、実

際にどのようなタイミングで筋電義手が装用を

開始装用開始され、実際の補装具費支給に至る

までの経過を追うことで、借受けに必要な要件

と活用のために必要となる現状を把握すること

を目的とした。 

収集する具体的なデータは、①義手の処方状

況②完成用部品の貸与（使用）期間、②義手の

修理・作り替え頻度、③貸与から補装具費支給

申請とその決定状況である。 

 

 

Ｂ．研究方法                            

 

1. 調査対象 

当院四肢形成不全外来で義手の適応があると

判断された児のなかで、令和3年度-令和4年度ま

での期間に、筋電義手の完成用部品を国立障害

者リハビリテーションセンターより貸与し、初

回の筋電義手を製作した児童3名を対象とした。 

 

2. 調査方法 

義手を処方・製作した義肢装具製作所の記録を

後方視的に調査した。 

調査項目は義手を処方し、完成した時の年齢、義

手の種別、およびその製作の費用種別とした。 

（倫理面の配慮） 

本調査は東京大学医学部附属病院医学部倫理

委員会および国立障害者リハビリテーションセ

ンター倫理審査委員会の承認を得て行なってい

る。 

また調査対象者について、稀少疾患という特性

上、患者の特定につながる情報については収集

せず、匿名性を担保することを条件に、個別に同

意を得ている。以上により本調査は倫理面に問

題がないと判断する。 

 

 

 

Ｃ．研究結果 

 

対象児3名の製作した義手について調査した結果

は以下のとおりである。 

 

■児童１ 

初診時年齢 4歳 10ヶ月 

義手１ 完成時年齢 4歳 11ヶ月 

 義手種別 装飾用義手 

  費用種別 療養費 

義手２ 完成時年齢 4歳 11 ヶ月 

 義手種別 筋電義手 

  費用種別 部品貸与 

義手３ 完成時年齢 5歳 9ヶ月 

 義手種別 筋電義手 

  費用種別 補装具費 

 

筋電義手公費支給申請（年齢）5歳3ヶ月 

筋電義手公費支給決定（年齢）5歳5ヶ月 

更生用筋電義手完成（年齢） 5歳9ヶ月 

 

 

■児童２ 

初診時年齢 2ヶ月 

義手１ 完成時年齢 3ヶ月 

 義手種別 作業用義手 

  費用種別 療養費 

義手２ 完成時年齢 1歳 1ヶ月 

 義手種別 筋電義手 

  費用種別 部品貸与 

義手３ 完成時年齢 1歳 1ヶ月 

 義手種別 受動義手 

  費用種別 補装具費 

義手４ 年齢 2歳 3ヶ月 



 義手種別 筋電義手 

  費用種別 補装具費 

 

筋電義手公費支給申請（年齢）1歳 9ヶ月 

筋電義手公費支給決定（年齢）1歳10ヶ月 

更生用筋電義手完成（年齢） 2歳 3ヶ月 

 

 

■児童３ 

初診時年齢 3ヶ月 

義手１ 完成時年齢 8ヶ月 

 義手種別 作業用義手 

  費用種別 療養費 

義手２ 完成時年齢 1歳 1ヶ月 

 義手種別 作業用義手 

  費用種別 補装具費 

義手３ 完成時年齢 1歳 5ヶ月 

 義手種別 筋電義手 

  費用種別 部品貸与 

義手 4 完成時年齢 2歳 5ヶ月 

 義手種別 筋電義手 

  費用種別 
部品貸与 

(修理) 

義手３ 完成時年齢 2歳 11ヶ月 

 義手種別 筋電義手 

  費用種別 補装具費 

 

筋電義手公費支給申請（年齢）2歳 9ヶ月 

筋電義手公費支給決定（年齢）2歳10ヶ月 

更生用筋電義手完成（年齢） 2歳11ヶ月 

 

 

本研究で国立障害者リハビリテーションセンタ

ーより筋電義手の完成用部品を貸与した3名の児

童について、3名とも本人・家族は筋電義手の使

用を希望していた。そして筋電義手の補装具費支

給に至るまでの各種義手の製作の経過について

の結果を得た。 

治療方針として義手の装用開始なった児童は、

初診から1〜5ヶ月の間に将来的に製作する筋電

義手と同型の殻構造の顆上支持式ソケットの作

業用もしくは装飾用義手を製作している。 

 

 

この3名の筋電義手の装用を開始した児童につ

いては筋電義手の製作に必要な完成用部品を国

立障害者リハビリテーションセンターより貸与

した。また、義手の製作費については当院では訓

練用の筋電義手の製作費用について一部自己負

担で製作している。これにより実際に訓練用とし

て筋電義手の装用を開始した。その上で、公的な

補装具支給決定がされるまでの期間は次のよう

であった。 

 

 

筋電義手の装用開始から      

補装具費支給決定までの期間 

児童１ 6ヶ月 

児童２ 9ヶ月 

児童３ 1年 5ヶ月 

 

 

4歳で指示がしっかり理解できる児童１は、1歳

から差し込み式の装飾用義手を使用していたこ

とから、筋電義手の装用方針となった時点で顆上

支持式ソケットの装飾用義手を処方した。また筋

電義手の使用は速やかに可能になると判断し、同

時に訓練用の筋電義手を製作し装用を開始して

いる。また、0歳でファースト義手として作業用

義手の処方となった児童２、３は、それぞれ10ヶ

月後、9ヶ月後に訓練用の筋電義手の装用開始を

おこなっている。 

また、筋電義手の装用により、その操作性が向

上するとともに日常生活上での使用も可能と判

断してから補装具費の支給申請をおこなってい

る。3名とも更生用補装具として日常生活上必要

性があり適用されるべきであると判断し、筋電義

手の補装具費支給申請書を提出した。そして申請

後およそ1−2ヶ月で全例が筋電義手の支給決定が

された。 

 

 

 

Ｄ. 考察 

 

3名の児童はそれぞれ訓連用の筋電義手を装用

開始してから、筋電義手の補装具費支給が決定す

るまでの期間が、6ヶ月から1年5ヶ月であった。

児童３だけが1年5ヶ月と長い。これは筋電義手の

装用のために初回に製作した義手が、対象児の成

長対応のためのソケットの再製作が必要となっ

たこともある。筋電義手の試用を継続するために

訓練用筋電義手の製作後11ヶ月で再製作をおこ



なっている。そして次の成長に伴う作り直し時期

を想定し、筋電義手の支給申請のタイミングを年

度の切り替えも見据えて待機したという経緯が

あった。 

 

以上3名について訓練用の小児筋電義手の装用

を開始し、小児筋電義手の適用があると最終的な

補装具費支給までの経過を追うことができた。今

回の国立障害者リハビリテーションセンターよ

り完成用部品のみ貸与を受けて、訓練用筋電義手

の装用を開始したことは、借受けに類似したシス

テムにも相当する。これらの経過から、現行の補

装具の借受けにおける、小児筋電義手を対象種目

とした場合に考えられる課題と、期待される点と

して以下が挙げられる。 

 

 

① 殻構造義肢への対応 

 

現行の補装具の借受けは、補装具の完成用部品

を借受けの対象としていると考えられ、骨格構造

義肢が主に想定されている。骨格構造義肢であれ

ば、ソケットはそのままで、膝継手や足部の完成

用部品のみを交換して比較することが可能であ

る。しかし、義手などの殻構造義肢については完

成用部品以外に、選択する部品に合わせて義肢ソ

ケット製作と適合を行う必要がある。また試用期

間が長期化すると、小児の場合は適合を維持する

ためにソケットの再製作が短期間で必要となる。

完成用部品については再製作時に再利用が可能

であったが、義手そのものの製作費用については

自己負担ないしは義肢製作所や医療機関が負う

必要性が生じた。実際に適用を評価する完成用部

品に加えて、さらに1年を超える試用期間を要す

る場合などは、義肢の再製作にかかる費用負担も

生じることがわかった。 

 

 

② 小児筋電義手の適用判断への活用 

 

補装具の借受けを小児筋電義手で活用すること

を想定した場合、そもそも筋電義手の処方装用開

始を希望する児童に対してその適応があるかど

うか判断する必要がある。しかしながら、対象児

の年齢によっては、筋電義手の適応があるかどう

かの判断に一定期間を要し、短期間での決定が難

しい場合もある。今回の調査では小児筋電義手の

適用があると判断され、公的に補装具費が支給さ

れるまでに6ヶ月から1年5ヶ月の幅があった。こ

れに加えて小児は成長対応で完成用部品の大き

さの変更も比較的短期間（1年−3年程度）で行わ

れる。したがって、小児における筋電義手の適応

があるか否かの判断を、貸与として数ヶ月から１

年程度を想定する補装具の借受けは、障害児を対

象として利用しやすい制度であると考えられる。 

また、さまざまな年代の上肢形成不全小児の臨

床診療においては、小児の義手の適応の判断は、

その年齢や発達、また就学環境や生活環境、個別

のニーズによって、必要となる義手の機能が数ヶ

月から数年という期間で変化していく。このため

装飾用義手、筋電義手、作業用義手、能動義手と

さまざまな各種義手の適用があると判断される

ことも多い。補装具の借受けによる各種義手の短

期間の利用が可能となることで、障害児に対して

その成長や就学環境に合わせて適切なタイミン

グで補装具の選定を行うことができる可能性が

ある。 

 

 

③ 補装具の借受けに協力する義肢製作所・およ

び補装具部品メーカーについて 

 

補装具の処方を適切に決めるために設計された

補装具の借受けであるが、実際の運用では補装具

の処方がされた上で、完成用部品を補装具の借受

けで比較し、試用することが想定されている。し

かし、適切な部品を決めるためとはいえ、これに

必要な部品の「借受け」にかかる費用として「購

入」前の補装具の製作費および完成用部品等の費

用負担については明示されていない。 

 

実際に処方が決まらないと部品の「購入」がで

きないことや、複数の部品を比較するのにも、1

つの補装具の処方に対して本来１つだけが選択

されるはずの完成用部品を複数処方することは

できない。つまり試用のために比較する複数の完

成用部品に対する費用をどのように負担するの

かが問題となっている。このため、比較した結果

で最終的に処方されなかった完成用部品に対し

てその費用負担を誰が負うのかという課題が残

っている。 

同様の課題として、本調査では、筋電義手の装

用を開始した対象児に対して、全例が公的に補装

具費の支給に至ったが、もしも支給の適用外と判

断された場合に、試用した筋電義手の製作費およ

び完成用部品の費用負担が課題となる。補装具の

借受けを活用して真に適用があるかを判断でき

るのが理想であるが、結果的に制度上で小児筋電

義手の適用にあたらないと判断された場合に、実

際に使用した筋電義手の借受け部品およびソケ

ット製作の費用負担が、完成用部品を提供するメ

ーカーや義手を製作する義肢製作所になってし



まう可能性があるため、現行の補装具の借受けへ

の協力を得ることが難しく、本制度の活用が難し

い原因でもあると考えられる。 

本来、補装具は事前申請によって支給決定がさ

れて初めて製作ができるものなので、事業者が製

作費や完成用部品の費用を負担することはない。

今回は、完成用部品を貸与して、筋電義手の装用

訓練として筋電義手を製作し装用を開始したが、

その過程で様々な費用負担が生じていることが

明らかになった。実際に借受けで行う場合には、

最終的な支給決定がされるまでの過程で生じる

これらの費用負担について解決する必要がある。 

 

 

④ 小児の義手の適用に必要な訓練手法の標準

化、遠隔地の対象児への対応 

 

小児筋電義手の処方と補装具費支給の適用とな

る児は、その多くが先天性の四肢形成不全症によ

る。本疾患は希少疾患であり、日本国内では全指

欠損からさらに高位の欠損の横軸形成不全児は1

00万人出生に対して年間約63名程度が出生して

いると推定されており、義手の適用となる児は非

常に少ない。しかも四肢形成不全症の小児の義手

の診療経験がある施設は全国でも非常に限られ

ていることから、その治療技術の向上や普及にも

課題がある。小児筋電義手のような借受けの適用

が考えられる補装具の処方を必要とする、こうし

た稀少疾患に対する診療効率や技術向上を図る

必要もある。 

今回の調査対象児3名のうち1名はこうした遠隔

地に在住する児童であった。居住地の医療機関で

は筋電義手の装用開始が困難ということで、当院

と当該医療機関とで連携して小児筋電義手の製

作と作業療法をおこなった経緯がある。こうした

事例も踏まえ、小児の義手の診療経験がある施設

から遠隔地に居住する対象児・者にも適切な対応

ができる体制を整えていく必要があると考えら

れる。 

 

 

 

 

Ｅ. 結論 

 

補装具費支給制度の借受けを想定し、小児筋電

義手の適用に至るまでの3名の児童の経過につい

て明らかにした。これにより借受けは、こうした

障害児に対する補装具費支給にあたって、有効か

つ適切に活用できる可能性があると考えられる。

しかしながら実際の運用においては、補装具費の

支給に至るまでに必要となる訓練用の補装具製

作費用や試用のための完成用部品の費用負担、さ

らには義手の訓練等の医療提供体制について複

数の課題があった。将来的に補装具費支給制度の

借受けをより有効に活用し、本制度の目的や意図

を実現していくために、今回明らかにされた課題

について具体的に解決していく取り組みが必要

である。 

 

 

Ｆ．健康危険情報 

該当事項無し 
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6月23-25日（The Japanese Journal of Rehabil

itation Medicine(1881-3526)特別号 Page S661

(2022.05)） 
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横軸形成不全児の義手ソケットの工夫. 第59回

日本リハビリテーション医学会学術集会(東京) 
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The Japanese Journal of Rehabilitation Medi
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（The Japanese Journal of Rehabilitation Me
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形成不全児の1症例 . 第38回日本義肢装具学会

学術大会(新潟) / 2022年10月8−9日（日本義肢装

具学会誌(0910-4720)38巻特別 Page135(2022.0
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第38回日本義肢装具学会学術大会(新潟) / 2022

年10月8−9日（日本義肢装具学会誌(0910-4720)3
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ン医学会秋季学術集会（岡山）/ 2022年11月4−6

日(The Japanese Journal of Rehabilitation M
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